
制 度

 

根拠規定等

〈健康相談〉 受診指導 訪問指導

個別健康教育
種類：
①高血圧
②高脂血症
③糖尿病
④喫煙者

集団健康教育
種類：
①歯周疾患
②骨粗鬆症（転倒予防）
③病態別
④薬
⑤一般

重点健康相談：
①高血圧
②高脂血症
③糖尿病
④歯周疾患
⑤骨粗鬆症
⑥病態別
総合健康相談：

生活習慣病予防に関する
健康度評価（Ａ票）

生活習慣行動の改善指導

対象者

①～③：
１）基本健康診査の血圧測定あるいは、血液化学
検査あるいは、糖尿病に関する検査において、「要
指導」と判定された者
２）「要医療」と判定された者のうち、医師が必要と
判断した者
④：
喫煙者（概ね１日20本以上喫煙）で禁煙の実行を
希望する者

40歳以上の者、必要に応じ
その家族等

40歳以上の者、必要に応じ
その家族等

40歳以上の者 ①基本健康診査において、「要指
導」と判定された者のうち、生活
習慣行動の改善指導が必要と評
価されたもの。
②基本健康診査において、「要医
療」又は「要精検」と判定された者
のうち、受診の結果医療の必要
はないが生活習慣行動の改善指
導が必要と評価されるもの。
③上記以外で生活習慣病予防の
ために生活習慣行動の改善指導
が必要と認められる者。

基本健康診査の結果、「要
医療」と判定された者

４０歳以上の者で、その心
身の状況、その置かれて
いる環境等に照らして療養
上の保健指導が必要と認
められる者及びその家族

実施方法、内容
等

①～③：
期間は６か月間を原則。
食生活運動調査や各検査を実施し、生活習慣改善
目標の設定や達成度の確認、また健康教育教材
等を用いた説明等対象者の特性や実施意欲を踏
まえ、個人面接による保健指導を実施する。
④：
期間は３か月間を原則。
初回指導時に喫煙状況等の把握、検査（呼気CO
濃度、尿中ニコチン濃度）、健康教育教材を用いた
説明等を実施した後、禁煙の準備や実行等に関し
て必要な指導を個人面接又は電話若しくはこれに
準ずる方法で、禁煙開始の前後及び禁煙開始後概
ね１か月ごとに実施。
  実施人数、被指導者の年齢、指導内容、結果の
推移などについて分析、質の向上に資する。
集団健康教育、訪問指導その他の保健指導の活
用や、自主グループの育成・支援等、適切な指導
が継続して行われるよう配慮する。

他の保健事業との同時実
施や特別の教材の使用等
方法を工夫しながら、歯周
疾患、骨粗鬆症（転倒予
防）、病態別（肥満、高血
圧、心臓病等）、薬、一般
（生活習慣病予防のための
日常生活、食生活、健康増
進の方法等）について実施
する。
  参加者に対して、アンケー
ト調査等を行い、実施方法
や内容が適切なものであっ
たかどうかを検討し、その
後の改善に努める。

個人の食生活その他の生
活習慣を勘案し、健康に関
する指導及び助言、また必
要に応じ血圧測定等を実
施する。
   健康教育、健康診査等
他の保健事業等との連携
を保ちながら実施する。

   Ａ票の回答結果や基本
健康診査の結果その他該
当対象者の生活習慣行動
の把握に資する情報を総
合的に評価し、当該対象者
にふさわしい保健サービス
を提供するための計画を
策定する。

   健康度評価（生活習慣行動質
問票に関するもの）や基本健康
診査等の結果から判断される健
康状態について説明するととも
に、生活習慣行動における問題
点を指摘し、対象者の状況に即し
た具体的な生活習慣行動の改善
点を指導する。
   健康度評価の結果について
は、実施した保健活動を対象者
個人ごとに又は地域全体として
評価する際の指標とするなど、そ
の活用について工夫することが
望ましい。

   対象となる者に対する医
療機関への受診を指導す
る。
   受診結果等について把
握に努め、継続的な保健
指導に役立てる。

    本人及び家族等からの
相談、健康度評価その他
の保健事業から対象者を
把握し、生活習慣病の予
防等に関する指導、要介
護状態になることの予防に
関する指導を行う。
    指導内容を分析、評価
することにより、事後の訪
問指導に資する。また、効
果的な実施を推進する観
点から、関係機関との連携
を図る。

主な実施者

医師、保健師、管理栄養士等 医師、歯科医師、薬剤師、
保健師、管理栄養士、歯科
衛生士等

医師、歯科医師、保健師、
管理栄養士その他生活習
慣病の予防等に関し知識
経験を有する者

医師、保健師、管理栄養士
等

医師、保健師、管理栄養士等 保健師、看護師、管理栄養
士、歯科衛生士、理学療法
士、作業療法士等

判定基準

判定と指導区分あり。「異常認めず」「要指導」「要医療」

※本表は、基本健康診査を中心とした保健指導についてまとめたものである。

健診結果を活用
して行われる保
健指導に該当す
る事業等

〈健康教育〉 〈健康診査〉

５．保健指導に関する各制度の比較
老人保健

 

保健事業実施要領



制 度

 

根拠規定等

対象者

実施方法、内容
等

主な実施者

判定基準

健診結果を活用
して行われる保
健指導に該当す
る事業等

医療保険による保健事業 母子保健

 組合管掌健康保険 政府管掌健康保険 国民健康保険  

労働安全衛生法第66条の5 労働安全衛生法第66条の7 ・健康保険法第150条
・健康保険組合事業運営基
準

・健康保険法第150条
・政府管掌健康保険生活習
慣病予防健診実施要綱

国民健康保険法第82条 母子保健法第10条

健康診断実施後の措置 保健指導等 保健指導

労働者（医師が必要と認める
とき）

健康の保持に努める必要が
あると認める労働者

被保険者又は被扶養者 原則として健診の結果、指導
区分「軽度異常」「経過観察」
の者

被保険者 妊産婦若しくはその配偶者
又は乳児若しくは幼児の保
護者

医療を要する者に対して必
要に応じ受診勧奨を行うとと
もに、生活習慣等に関する指
導事項を付記するなど、検診
の事後指導の徹底を図るほ
か、生活習慣改善等の必要
な者に対しては継続的な保
健指導を実施。

生活指導・栄養指導等。 規定なし。実行上は老人保
健制度の保健事業に準じ
て、健康教育、健康相談、訪
問指導等を実施する。

妊娠、出産又は育児に関し
て、診察ないし診断の結果、
必要な療養の指導、疾病の
予防若しくは健康増進に必
要な保健上の注意、助言を
与え、日常生活において保
健上守るべき事柄を指示し、
指導する。

医師、保健師、管理栄養士
等

医師、保健師、管理栄養士
等

規定なし（概ね、医師、保健
師、管理栄養士、看護師、健
康運動士等）

医師、歯科医師、助産師、保
健師等

規定なし（有所見者のみ医師が個別に判定） 規定なし 指導区分の基準あり。５段
階。「異常なし」「軽度異常」
「経過観察」「要治療」「要精
密検査」

規定なし 医師が個別に判定

必要に応じ日常生活での指導、健康管理に関する情報の
提供、健康診断に基づく再検査若しくは精密検査、治療の
ための受診の勧奨等。深夜業に従事する労働者について
は、睡眠指導や食生活指導等を一層重視。

医師又は保健師

健康教育、健康相談、健康
診査その他の被保険者の健
康の保持増進のために必要
な事業

・健康教育、健康相談、健康
診査その他の被保険者及び
その被扶養者の健康保持増
進のために必要な事業
・保健指導等

・健康教育、健康相談、健康
診査その他の被保険者及び
その被扶養者の健康保持増
進のために必要な事業
・健診事後指導

労働衛生



制 度

 

根拠規定等

対象者

実施方法、内容
等

主な実施者

判定基準

健診結果を活用
して行われる保
健指導に該当す
る事業等

私立学校教職員共済法 国家公務員共済組合法 地方公務員等共済組合法

・学校保健法第7条
・学校保健法施行規則第７条

・学校保健法第9条
・学校保健法施行規則第13条

・学校保健法第11条
・児童生徒の健康診断マ
ニュアル

私立学校教職員共済組合
法第26条

国家公務員共済組合法第
98条

地方公務員等共済組合法
第112条

事後措置 健康相談

児童、生徒、幼児及びその保護者、学生
に対して、結果通知と指導区分に基づい
た事後措置

健康診断にあたった医師が、健康に異常
があると認めた職員。

健康診断の結果や医師に
よる健康相談の結果から
継続して管理や指導を必
要としている場合等

私立学校教職員共済法第
14条に定める加入者及び
その被扶養者

規定なし(各共済組合の内
部規定による）

規定なし(各共済組合の内
部規定による）

疾病の予防、必要な医療の受診・検査・
予防接種を受けるよう指示、またその他
発育、健康状態等に応じた保健指導を実
施。

指導区分に基づき、再検査や予防接種、
治療のための受診の勧奨等。

日時を設定し計画的、継続
的な実施や必要な時に随
時実施。

主に個別相談(規定なし) 主に個別相談(規定なし) 主に個別相談(規定なし)

学校
（事後措置：学校医及び主治医の指導助
言をもとに行う。）

医師 養護教諭 医師、保健師、管理栄養
士等

医師、保健師、管理栄養
士等

医師、保健師、管理栄養
士等

指導区分あり（生活規制の面及び医療の
面（結核について））

指導区分あり（生活規制の面及び医療の
面）医療の面：「１」必要な医療を受けるよ
う指示すること「２」必要な検査、予防接種
等を受けるよう指示すること「３」医療又は
検査等の措置を必要としないこと

規定なし（健診実施機関に
よる）

規定なし(一般健康診査に
ついては人事院規則に準
じる)

規定なし（組合及び全国
市町村職員共済組合連合
会による）

福祉事業：健康教育、健
康相談、健康診査その他
の健康の保持増進のため
の必要な事業

結果の通知とともに９項目の事後措置の
内容のうち、１．２．３．９ （１．疾病の予
防処置を行うこと２．必要な医療を受ける
よう指示すること３．必要な検査、予防接
種等を受けるよう指示すること９．その他
発育、健康状態等に応じて適当な保健
指導を行うこと）

福祉事業：健康教育、健
康相談、健康診査その他
の健康の保持増進のため
の必要な事業

福祉事業：健康教育、健
康相談、健康診査その他
の健康の保持増進のため
の必要な事業

学校保健



住 
 

民

対
象
者

異常認めず

（
基
本
健
康
診
査
）

健
康
診
査 受

診
指
導

要 指 導

要 医 療

医師が必要と
認めた者

（高血圧・糖尿
病・高脂血症）

うち、血圧・
耐糖能異常・
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値
の要指導者

個
別
健
康
教
育

おおむね20本/日以上喫煙、
禁煙の実行希望のある者

 健康相談  
 健康教育  
 訪問指導

６．老人保健事業における健康診査に関する保健指導

※ 老人保健事業は､健康手帳、健康相談､健康教育､機能訓練､訪問指導の場を利用して保健指導を実施。

40歳以上

他の保健ｻｰﾋﾞｽを
受けていない方

生活習慣病予防に関する
健康度評価（Ａ票）

生活習慣行動の 
改善指導

希望者 必要な者

出典）第３回健康診査の実施等に関する指針検討会（平成１５年１２月）資料



７．労働安全衛生法における健康診断に関する保健指導

労
働
者

一
般
健
康
診
断
の
実
施

健
康
診
断
の
結
果
判
定

有所見

無所見

・ 要医療
・ 要観察
・ 医療上の
 措置不要

本
人
へ
の
健
診
結
果
の
通
知

健診の結果についての医師等からの意見聴取

・ 通常勤務
・ 就業制限
・ 要休業

就
業
上
の
措
置
の
決
定

必
要
な
労
働
者
を
対
象
と
し
た
保
健
指
導
等

法66条 法66条の６

法66条の４

法66条の７

法66条の５

（保健指導等）
第６６条の７ 事業者は第６６条第１項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第５項のただし書の
規定による健康診断又は第６６条の２の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に 努める必要があると認
める労働者に対し、医師、又は保健師による保健指導を行うように努めなければな らない。

２ 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、 その健康
の保持に努めるものとする。



 約２，０３６億円

   （３．３０％）

主に保険料により費用を
負担（自己負担については
保険者の任意）

健康保険法の規定により健康保
険組合が行う健診等

  約 ５５３億円

   （０．７４％）

主に保険料により費用を
負担（自己負担についての
国の基準あり）

政府管掌健康保険の生活習慣病
予防健診等

市町村  約 ４２２億円

        （０．４３％）

国保組合 約 １３７億円

        （１．６１％）

主に保険料により費用を
負担（自己負担については
保険者の任意）

国民健康保険法の規定により各
保険者が行う健診等

     －事業主負担労働安全衛生法の規定により事
業主が行う健診等

 

  約 ９０４億円

 老人保健法の規定により市町村
が行う保健事業

 ・基本健康診査

 ・肝炎ウイルス検診   等

 ・がん検診

（注）１．費用は平成１４年度の金額（政府管掌健康保険については、予算上の数字）。                
   ２．括弧内は各保険者における支出総額に占める割合。 
   ３．がん検診の費用の標準自治体とは６５歳以上人口21,000人とされている。                  

   ４．労働安全衛生法の規定により事業主が行う健診等に要する費用については把握していない。

８．健診その他の保健事業に要する費用

国、都道府県、市町村が
１／３ずつ費用負担（自己
負担は３割程度）

地方交付税措置 １標準自治体あたり０．５億円



９．各制度の健康診査の受診者数等

受診者数 対象者数 受診率

基本健康診査（老人保健事業）
（平成１４年度 地域保健・老人保健事業報告）

１２，３３０，０４４人 ２８，９７７，５９３人 ４２．６％

胃がん   ４，３７１，７８４人 ３３，６５６，７１２人 １３．０％

肺がん   ７，４９０，４１２人（※1） ３２，８６４，２７８人 ２２．８％

大腸がん  ６，０５２，４７３人 ３５，３０６，２０１人 １７．１％

子宮がん  ３，８６３，３８０人（※2） ２６，５１５，２４４人 １４．６％

乳がん   ３，３３７，２０２人（※3） ２６，８２４，４７３人 １２．４％

一般健康診断
（労働安全衛生対策）

１１，７９４，４８４人（※4） － －

被保険者        － － ７６．３％

被扶養者        － － ８．６％

被保険者     ３，１５２，０７８人 １２，３１５，０００人（※6） ２５．６％

被扶養配偶者     ７８，９６７人 ３，５３４，０００人（※7） ２．２％

基本健康診査     ８９７，５７２人 － －

人間ドック       ７５２，６４２人 － －

１歳６か月児健康診査（母子保健）
（平成１４年度 地域保健・老人保健事業報告）

１，０８５，１５９人 １，１８７，７０５人 ９１．４％

３歳児健康診査（母子保健）
（平成１４年度 地域保健・老人保健事業報告）

１，０５３，８１３人 １，１９８，８９６人 ８７．９％

就学時の健康診断（学校保健） － － －

児童、生徒、学生及び乳児の健康診断（学校保健） － － －

職員の健康診断（学校保健） － － －

※1 肺がん検診受診者数は、胸部エックス線検査による検診受診人数である。
※2 子宮がん検診受診者数は、頸部（あわせて体部を受診した者を含む。）の検診受診人数である。
※3 乳がん検診受診者数は、視触診方針とマンモグラフィ併用方式を合わせた検診受診人数である。
※4 労働安全衛生規則第５２条に基づく常時５０人以上の労働者を使用する事業者による定期健康診断結果報告による人数である。
※5 対象者数、受診者数ともに回答のあった組合（被保険者については２９１組合、被扶養者については８２組合）を対象に算出した平均受診率である。
※6 対象者数は、平成１４年３月末の被保険者総数に健康保険被保険者実態調査報告（平成１３年１０月）による３５歳以上の被保険者の割合を基に推計した人数である。
※7 対象者数は、平成１４年３月末の被扶養者総数に健康保険被保険者実態調査報告（平成１３年１０月）による被扶養者の続柄別年齢構成（４０歳以上）を基に推計した人数である。

一般健康診査 ※5
（組合管掌健康保険）

（平成１４年度健康保険組合の保健福祉事業について）

一般健診
（政府管掌健康保険）
（平成１４年度実績）

がん検診
（老人保健事業）

（平成１４年度 地域保健・老人保健事業報告）

基本健康診査、人間ドック
（国民健康保険）



 
 
 
 
 
 
 

1,060万人 

 

 

 

860万人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,710万人 

 
 
 
 
 
 

730万人 

 

 

 

770万人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,580万人 

 
   

 

６
万
人  

  
 
 
 
   

 

２
万
人 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
万
人 

 
 
 
 
 
 

260 

万人 

 

 

 

 

 

 

190 

万人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

530 
万人 

 
 
 
 
 
 

3,420万人 

 

 

 

1,570万人 

  被保険者    被扶養者   被保険者  被扶養者  被保 被扶  被保   被扶           被保険者   
                                                 険者 養者  険者   養者 
 
         政管健保               組合健保           船保       共済                 国保 
        3,630万人              3,070万人         21万人     980万人            4,990万人 
 
  ○４０歳以上の医療保険加入者  ＝ 6,600万人                  
○老人保健事業(基本健康診査)受診者(平成１４年度)            ＝ 1,233万人 

 
（注）老人保健事業は、職域等の他の保健事業を受けることができない４０歳以上の者を対象。 

                                                      
                                                                       
出典：老人保健事業受診者・・・地域保健・老人保健事業報告 
   各制度被保険者、被扶養者数・・・厚生労働省保険局調べ 
 

４０歳以上



１０．精度管理の現状 
 

１ 精度管理の意義について 

 

精度管理とは検査結果の精度を適正に保つために講ずる措置である。精度管理は、検査室内部で自主的に実施される「内部精度管

理」と、検査室外部から評価を受ける「外部精度管理」の二つに大別される。 

「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」に基づき、衛生検査所（人体から排出され、又は採取された検体について血液学

的検査、病理学的検査等を行う場所であって、病院、診療所等の施設内の場所を除く。）については、都道府県知事による登録の基準

として、精度管理責任者の配置や、標準作業書、作業日誌等の作成といった内部精度管理に関する基準や、都道府県その他適当と認

められる者が行う外部精度管理調査を受けなければならないこと等が規定されている。 

 

（参考）衛生検査所の登録基準における精度管理の概要（臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第１２条、第１２条の２） 

・内部精度管理 

①精度管理責任者の配置 

②検査方法、基準値、判定基準、検体の採取条件・保存条件・提出条件等を記載した検査案内書の作成 

③標準作業書（検体受領標準作業書、検体搬送標準作業書、測定標準作業書等）の作成 

④作業日誌（検体受領作業日誌、検体搬送作業日誌、測定作業日誌等）の作成 

⑤台帳（委託検査管理台帳、試薬管理台帳、統計学的精度管理台帳、外部精度管理台帳等）の作成 

・外部精度管理 

衛生検査所の開設者は、検査業務について、外部精度管理調査（都道府県その他の適当と認められる者が行う精度管理に関する調査をいう。）を受けなけれ

ばならない。 

 

 



２ 外部精度管理調査を実施している機関等について 

 

①全国的に実施している外部精度管理 

・（社）日本医師会 

・（社）日本臨床衛生検査技師会 

・（社）日本衛生検査所協会 

・（社）全国労働衛生団体連合会 

・日本総合健診医学会 

②各都道府県単位で登録衛生検査所等に対して実施する外部精度管理 

・都道府県 

・地域医師会 

・地域臨床衛生検査技師会 

③外国の団体による外部精度管理 

・CAP(College American Pathologists)（アメリカ臨床病理学会） 

④検査機器メーカー、試薬メーカー等による外部精度管理 

 

３ 外部精度管理の標準化に向けた外部精度管理機関の間の連携について 

 

 ①日本臨床検査標準協議会(JCCLS) 

 日本における臨床検査の向上、発展を目指して臨床検査の標準設定のための協議、提案等を行うことを目的に、1985年に設立。2003 

年 2月に公表された「臨床検査室－質と適合能力に対する特定要求事項」（ISO15189）の認定事業のための共同作業を準備。 

②日本医師会(JMA) 

 日本医師会では、日本臨床衛生検査技師会、日本衛生検査所協会、都道府県医師会等で実施されている臨床検査精度管理事業の連

携や標準化に向けた情報交換を行っている。 



４ 老人保健事業における精度管理について 

 

○ 成人病検診管理指導協議会の設置等（「健康診査管理指導等事業実施のための指針の策定について」平成１０年３月３１日厚生省

老人保健福祉局老人保健課長通知） 

・都道府県が、がん、心臓病等の成人病の動向を把握し、また、市町村及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理の在

り方等について専門的な見地から適切な指導を行うために、協議会を設置・運営する。協議会は、循環器疾患等部会、胃がん部

会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会、大腸がん部会及び成人病登録・評価等部会の７部会で構成。 

   



精度管理に関する規定

巡回健診実施者
（医療機関外の場
所で行う健康診断）

・巡回診療の医療法上の取
 り扱いについて（昭和３７年
 ６月２０日〈局長通知〉）
・医療機関外の場所で行う 
 健康診断の取扱いについ
 て（平成７年１１月２９日
 〈局長通知〉）

   
        
    
    

医療機関
（病院、診療所）

※精度管理に関する明文規定なし

健康診査に関係する機関等

医療機関内で受託業
務を実施する場合

・医療法
 第１５条の２
・医療法施行令
 第４条の７第１号
・医療法施行規則
 第９条の８第１項
※精度管理に関する明文規定
 あり

・病院、診療所等の業務委 
託について（平成５年２月１５ 
 日〈課長通知〉）

登録衛生検査所
（医療機関外で受託業務

を実施する場合）

・医療法
 第１５条の２
・医療法施行令
 第４条の７第１号
・医療法施行規則
 第９条の８第２項
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関

 する法律
 第２０条の３
・臨床検査技師、衛生検査技師等に関
 する法律施行規則
 第１２条、同規則第１２条の２
 ※精度管理に関する明文規定あり  
  （外部精度管理も含む）

検体検査業務の委託




